
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ  事例集 
 



 

1

1―5 都道府県構想策定
時における都道府県
と市町村との役割分
担

愛媛県
県及び市町のみならず、県民の役割についても図化した形で表現されており、
見易くまとめられている。

構想策定時においては、都道府県と市町村の役割分担を行い、効
率的に作業を進めるものとしている。本事例は、役割分担を決定す
る上での参考となり、円滑な都道府県構想の策定につながる事例
として参考となる。

事例集-1

2

3―2 既整備区域等の把
握・設定

南大東村
集落排水施設の処理水を、ほ場の灌漑用水として直接供給する取り組みを実
施している。

農業用水の確保が困難な地域において、農業集落排水施設処理
水を潅漑用水として有効活用しており、農村地域において処理水を
有効活用することも踏まえた検討単位区域選定の参考となる。

事例集-2

3

4―7

(国）
苫前町

益城町他

下水道整備に関する低コストかつ工期短縮型の技術の社会実験（クイックプロ
ジェクト）を実施しており、その性能が評価されている。

経済性以外の特性として、特に今後10年程度を目処に汚水処理
施設を概成することを目指し、整備期間を短縮する手法も検討する
ものとしている。本事例は、より積極的な低コスト・工期短縮型の
下水道整備手法であり、本節の検討にあったての具体的事例とし
て参考となる。

事例集-4

4 茨城県
「森林湖沼環境税」の一部を、汚濁負荷量の削減対策としての高度処理型浄化
槽の設置補助や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するた
めの撤去費用補助に利用している。

水環境保全効果や地域特性に配慮した合併処理浄化槽の普及促
進、転換を図るための経済的な手法の具体事例として参考となる。

事例集-13

5

5―2 事業間連携の検討

長野県
「農業集落排水施設統合マニュアル」として、農業集落排水施設を統合する場
合の事務手続き、施設の後利用方法等の実際の事例をもとに検討した結果を
取りまとめている。

他の汚水処理事業との連携方策について、事例により例示するこ
とで、汚水処理施設の効率的な施設の配置に向けた検討が円滑
に実施され、早期に、かつ、効率的な都道府県構想の策定の参考
となる。

事例集-15

6 富山県

都道府県構想において人口減少等の社会情勢の変化や処理場の老朽化等に
ついて、時間軸を踏まえた形で考慮し、汚水・汚泥処理事業に関する施設の統
廃合計画（処理場数：現構想 220→H43 116）及びその効果（建設費:約330億
円削減、維持管理費:約6億円削減）を、検討・公表することにより効率的な運営
管理の実現に向けて取り組んでいる。

他の汚水処理事業との連携方策について、本事例により例示する
ことで、汚水処理施設の効率的な施設の配置に向けた検討が円
滑に実施され、早期に、かつ、効率的な都道府県構想の策定の参
考となる。

事例集-20

7

6-1 市町村の効率的な
運営管理を見据えた
整備計画の策定

富士市
都道府県構想において、設定した汚水整備手法の実現に向けての運営管理に
関する内容が定められている。

持続的な汚水処理の運営の実現のため、マニュアルでは中期で
汚水処理施設を概成するための整備内容（アクションプラン）と長期
的な整備・運営管理内容を明らかにした整備計画を策定することと
している。このうち、長期的な整備・運営管理内容の事例を示すこ
とで、長期的計画策定の参考となる。

事例集-22

8 茨城県

中期計画（H37）では下水道や農業集落排水処理施設等の集合処理で整備を
実施する予定の区域において、短期計画では個別処理（合併浄化槽）として位
置づけることにより、汚水処理施設の早期概成に向けた弾力的な整備計画を策
定している。

人口減少化における汚水処理施設整備にあたっては、流入量の
減少に応じた柔軟かつ機動的な施設整備の導入などについて検
討する必要があるものとしている。本事例は、早期概成に向けた弾
力的な整備計画の検討事例の参考となる。

事例集-25

9 富田林市
民間活力（PFI事業）を活用した浄化槽市町村整備推進事業により合併処理浄
化槽を積極的に整備するとともに、GISを活用した浄化槽台帳による効率的な維
持管理を実現している。

流域下水道事業認可区域を縮小したPFI方式の浄化槽市町村整
備推進事業は全国初の事例で、合併処理浄化槽を経済的かつ計
画的に整備している具体事例として参考となる。

事例集-27

10

6－2 目標年次における広
域的かつ効率的な運
営管理のための整備
計画の策定

埼玉県

生活排水処理人口普及率100％達成の早期実現を目指し、下記の事項を踏ま
えた施設整備構想づくりがなされている。
・ 平成37年度まで（策定から15年後）に生活排水処理人口普及率100％を目標
・ 市町村財政状況を勘案し、効率性の観点から施設整備の見直し
・ 浄化槽を積極的に整備する区域として「浄化槽整備区域」を新たに設定
・ 費用比較を行う場合には、検討単位区域内の既設合併処理浄化槽の基数を
算定し、合併処理浄化槽の整備に必要とされる費用から控除する。

汚水処理施設の早期概成に向けた取り組みについて、事例により
例示することにより、早期に汚水処理施設の概成が可能な都道府
県構想の策定の参考となる。

事例集-29

11

目標年次における広
域的かつ効率的な運
営管理のための整備
計画の策定

長野県
都道府県構想における各市町村の目標指標とその公表の仕方について、県が
主体となり指導をしている。

生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う
生活排水に係る施策の総合調整を図り、広域的な観点から都道府
県構想を実現するための整備計画を策定するものとしている。本事
例は、県による、広域一括管理を基本方針として市町村の終末処
理場の維持管理を支援する仕組みを構築しており、本事例をマ
ニュアルに紹介することで、効率的な汚水処理施設の運営管理を
踏まえた整備計画策定の参考となる。

事例集-32

12 新庄市他
7市町村における複数の終末処理場を一体的に維持管理する体制を整え、効
率的に共同管理（集中監視業務、水質試験業務、巡回点検業務）を実施してい
る。

7市町村が、広域的な維持管理前提に特定下水道施設共同整備
事業により共同管理施設を整備しており、効率的な汚水処理施設
の運営管理を踏まえた整備計画策定の参考となる。

事例集-35

13

7―1 汚泥処理の基本方
針・計画

秋田県
県が主体となった将来を見据えた広域汚泥共同処理を実施し、その検討手順
が明記されている。

都道府県は、構想を策定するにあたり、市町村と連携し、汚泥処理
の基本方針を取りまとめ、汚泥処理の計画について検討するもの
としている。本事例を例示することで、汚泥処理の効率的かつ適正
な処理への検討の円滑な実施の参考となる。

事例集-37

14 長野県

都道府県構想においてスケールメリットを活かした汚泥処理の広域化、処理処
分の安定化（最適化、地産地消等）、エネルギーの利活用、他のバイオマスとの
連携について、既存施設の活用と施設の長寿命化を踏まえた段階的な取り組
みを検討するため、『バイオマス利活用プラン』が策定されている。

都道府県は、構想を策定するにあたり、市町村と連携し、汚泥処理
の基本方針を取りまとめ、汚泥処理の計画について検討するもの
としている。本事例を例示することで、汚泥処理の効率的かつ適正
な処理への検討の円滑な実施の参考となる。

事例集-40

15 小山市他
小山市他5市町合同で、集落排水汚泥や生ゴミをコンポスト化し農地に還元す
る取り組みを実施している。

複数の市町村が合同でコンポスト化施設を運営することにより、原
料汚泥の安定的な確保が可能となっている。また、複数市町村で
運営するための経費の負担方法等が、今後広域的な汚泥のリサ
イクルに取り組む際の参考となる。

事例集-48

16

8―1 住民の意向の把握

紫波町
汚水処理基本構想を検討段階から、汚水処理手法に関する民意の把握・集約
と計画（案）への反映を行うといったＰＩ手法を用いて、構想を策定している。

汚水処理事業を円滑に推進し、健全な事業運営を行うためには、
都道府県構想や計画等事業の早い段階から、適宜適切な情報提
供を行い、住民と認識を共有することが重要である。その具体的手
法の一つである、PI手法を用いた構想の事例を例示することで、住
民意向の把握に努めた構想策定の参考となる。

事例集-50

17

8―2 都道府県構想の進
捗状況等の見える化

三重県
伊勢湾における水質改善が引き続き必要である状況を踏まえ、汚水処理施設
の進捗に応じたCOD、T-N、T-Pの排出負荷量が明示されている。

都道府県構想の内容や目標に対する進捗状況などの公表におい
て、構想の着実な実行に繋がる地域特性を踏まえた目標設定を行
うものとしている。本事例は、都道府県構想における地域特性を踏
まえた目標の設定方法の参考となる。

事例集-52

18 山形県
都道府県構想を推進するために、県・代表市町村による推進検討会を設置する
など、進捗管理のための体制を具体的に構築している。

着実な実行（目標達成）に向けては、住民協力のもと地方公共団
体が目標達成に向けた取り組みを行っていくことが重要であるとし
ている。本事例は、都道府県構想の公表後における、地方公共団
体での進捗管理事例として参考となる。

事例集-53

19 長野県
「水循環・資源循環のみち2010」構想において、「利用者（住民）から見た指標」
「事業者（市町村）からみた指標」の２つの指標を設定し、それぞれの指標を多
角形グラフで表示することにより「見える化」が図られている。

都道府県構想の内容や目標に対する進捗状況を公表するといっ
た、構想の見える化を図るものとしている。本事例は、住民からの
アウトカム指標と、事業者の立場からの指標が示されており、住民
等の理解と協力を得るための取り組み事例として参考となる。

事例集-55

20 岩手県
都道府県構想における各市町村の目標指標とその公表の仕方について、県が
主体となり指導をしている。

都道府県構想の内容や目標に対する進捗状況を公表するといっ
た、構想の見える化を図るものとしている。本事例は、県が主体と
なった統一的な考え方のもと、進捗状況の見える化を推進してい
る事例として参考となる。

事例集-57
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事例集-1 
 

事例番号１ 
１－５【都道府県構想策定時における都道府県と市町村との役割分担】 
■県、市町、さらに県民も含めた都道府県構想策定における役割分担 

事業体名 愛媛県 

導入時期 平成 24 年度 

対象事業 

公共下水道事業 
特定環境保全公共下水道事業 
農業集落排水事業 
漁業集落環境整備事業 
浄化槽設置整備事業 
浄化槽市町村整備推進事業 
など 

協議関係者

愛媛県 
県民環境部環境局 環境政策

課、循環型社会推進課 
農林水産部産業振興局 農地整

備課、水産局 漁港課 
土木部道路都市局 都市整備課 

及び 
県内 20市町汚水処理事業担当部局

導入の背景 県、市町、県民の果たすべき役割を示すことにより、相互の協力体制を形成し、

生活排水処理を効率的に推進する。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

都道府県構想に、県及び市町のみならず、県民の役割についても図化した形で

見易く表現することにより、それぞれの果たすべき役割への理解を図り、生活排

水処理の効率的な推進に向けた取り組みを実施している。 

 

導入効果 関係機関の役割分担を視覚的に整理することで、特に県民に対し、構想の内容

について理解を促す効果があると考えられる。 

導入の課題 わかりやすい内容でも、確認いただかなければ意味がないので、様々な機会を

とらえ、各種メディアの活用等により、構想自体の存在や目的等の周知に努める

必要がある。 

その他 資料） 

「第三次愛媛県全県域下水道化基本構想」平成 25 年３月 愛媛県 

資料掲載 URL） 

http://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/hozen/keikaku/kousou/kousou.html 
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事例番号２ 
３－２【既整備区域等の把握・設定】 
■処理水の再利用 

事業体名 沖縄県 南大東村 

導入時期 平成 14 年度 

対象事業 農業集落排水事業 協議関係者 土地改良区 
導入の背景 南大東村の水道事業は、海水淡水化により非常に割高な給水コストで運営して

おり、水道料金が高額となっている。汚水処理水を再利用することで地域住民の

水道料金の負担を軽減し、水道事業費の軽減を図るため、処理水の再生利用を実

施。また、潅漑用水も不足していることから、汚水処理水の潅漑利用についても

併せて検討した。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

農業集落排水事業の計画に際しては、上記の背景に鑑み、上水道部局との調整

を図りながら処理水の再生利用について検討を実施。再生利用可能な水量や中水

道施設整備に要する費用を考慮して、再生利用方法を定めた。 

① 中水道利用・・・農業集落排水施設の処理水を中水道処理施設に送り、生物

濾過方式による再処理を行い、地区内の中水道接続家庭に送水。 

② 潅漑利用・・・農業集落排水施設の敷地内への給水スタンドの設置や、農業

集落排水施設に隣接するほ場において点滴灌漑用のホースを設置（個人設

置）するなど、処理水の潅漑利用を可能とするシステムを構築。 

 

 

導入効果 

（見込み） 

・ 本地区では 138 戸において、年間約 8,200 トンの再生水をトイレ用水として

利用することで、年間約 200 万円の水道料金を削減。 

・ 中水道接続の１家庭あたり年間 約２万３千円のコスト縮減効果。 

導入の課題 中水道利用に係る接続工事の費用には住民負担が生じることもあり、新規接続

数の増加が課題。 

その他  
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事例番号３ 

４－７【整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合処理、個別処理区域の設定】  

■整備期間を短縮する整備手法の検討 

事業体名 p 事例集-6 以降を参照 

導入時期 平成 19 年度～ 

対象事業 下水道（公共・特環） 協議関係者 ― 

導入の背景 人口減少、高齢化の進展や厳しい財政状況の下、早急かつ効率的に下水道の未

整備地域を解消していくことが求められており、低コスト、早期かつ機動的な整

備手法の導入が望まれる。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

（１） 低コスト、早期かつ機動的な整備手法 

（下水道クイックプロジェクト） 

下水道クイックプロジェクトにおいて、下記技術の社会実験（検証）が行われ、

広く普及が可能な技術として一般化されたところである。（⑥のＰＭＢＲ及び膜

分離型については、社会実験（検証）中である［平成 25 年度現在］） 

 

① クイック配管（露出配管・簡易被覆・側溝活用）：従来地中に埋設していた

管路を露出あるいは簡易に被覆して地上に配管する手法 

② 改良型伏越しの連続的採用：改良型伏越しを連続的に採用し、下流管きょの

浅層埋設やマンホールポンプの省略を図る手法 

③ 道路線形に合わせた施工：道路線形、地表勾配に沿った管きょの配管をす

ることにより、管きょの浅層埋設やマンホールの省略を図る手法 

④ 発生土の管きょ基礎への利用：管きょ施工時の掘削土を、そのまま基礎材と

して利用する手法 

⑤ 流動化処理土の管きょ施工への利用：流動性に優れ、施工後固化する流動化

処理土を管きょ基礎や埋戻しに利用する手法 

⑥ 極小規模処理施設（PMBR）及び工場製作極小規模処理施設（接触酸化型・膜

分離型）：他地区への転用も想定し、パッケージ化を可能としたＭＢＲ（Ｐ

ＭＢＲ)や市販の工場製作型の処理施設（接触酸化型・膜分離型）を活用し

た手法 

 
（２） 低コスト、早期かつ機動的な整備手法のパッケージ検討 

（コストキャップ型下水道） 

（１）の整備手法やそれ以外の技術の導入を広域的（例えば、処理区単位等）

にパッケージで検討することにより整備期間の更なる短縮を実現する。 
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導入効果 地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備手法のパッケージ導入に

より建設費の大幅な縮減が可能となり、結果、整備期間の大幅な短縮につながっ

た。 

導入の課題 導入可能な技術の適用条件を踏まえ、地域特性（地理的条件等）を適切に把握

した検討を行う必要がある。 

その他 資料掲載ＵＲＬ） 

コストキャップ型下水道調査結果 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20130904.pdf 

下水道クイックプロジェクトＨＰ 

http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/ 

※その他、上記社会実験技術以外の広く普及が可能な技術(10 手法)も紹介あり

各整備手法の技術利用ガイド 

（http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/06.htm#idx03） 
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(1)①クイック配管（露出配管・簡易被覆・側溝活用） 

【技術概要】 

 従来地中に埋設していた管路を露出あるいは簡易に被覆して地上に配管する手法 

従来は地中埋設

露出配管

従来は地中埋設

露出配管

従来は地中埋設

簡易被覆
（覆土等）

従来は地中埋設

簡易被覆
（覆土等）

 

側溝活用

従来は地中埋設

側溝活用

従来は地中埋設

 
 

【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 
 項目 内容 

期待される 
効果 

・土工等作業量が減り、建設コストの縮減が可能。 

・建設工期が短縮され、早期供用が可能。 

・取付管敷設費も低減され、接続率向上も期待。 

留意点 ・露出し配管する場合は、採用する管種によっては紫外線による材質の劣化

リスクを抱える。 

・露出し配管する場合は想定外の外力等による破損のリスクを抱える。 
 
【社会実験都市】 

 岩手県二戸市、福島県会津坂下町、東京都檜原村、熊本県益城町、鹿児島県日置市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 12％～81％縮減、工期 25％～58％短縮の効果がみられた。 
露出配管・簡易被覆 側溝活用

自然流下式 圧送式 自然流下式

塩化ビニル製 ポリエチレン製 塩化ビニル製

VPφ100
L=140m

【益城町】

VPφ150
L=370m

【二戸市】

VUφ150
L=55m

【日置市】
(簡易被覆)

PEφ150
L=255m

【檜原村】

PEφ75
L=136m

【会津坂下町】

VUφ150
L=75m

【二戸市】

970万円縮減
(81％縮減) 

20,900万円縮減
（78％縮減）

50万円縮減
(29％縮減) 

150万円縮減
(22％縮減) 

3,100万円縮減
(45％縮減) 

230万円縮減
(12%縮減）

18日短縮
(58％短縮) 

110日短縮
(55％短縮)

14日短縮
(50％短縮) 

9日短縮
(36％短縮) 

30日短縮
(25％短縮) 

15日短縮
（33％短縮）

露出配管・簡易被覆 側溝活用

自然流下式 圧送式 自然流下式

塩化ビニル製 ポリエチレン製 塩化ビニル製

VPφ100
L=140m

【益城町】

VPφ150
L=370m

【二戸市】

VUφ150
L=55m

【日置市】
(簡易被覆)

PEφ150
L=255m

【檜原村】

PEφ75
L=136m

【会津坂下町】

VUφ150
L=75m

【二戸市】

970万円縮減
(81％縮減) 

20,900万円縮減
（78％縮減）

50万円縮減
(29％縮減) 

150万円縮減
(22％縮減) 

3,100万円縮減
(45％縮減) 

230万円縮減
(12%縮減）

18日短縮
(58％短縮) 

110日短縮
(55％短縮)

14日短縮
(50％短縮) 

9日短縮
(36％短縮) 

30日短縮
(25％短縮) 

15日短縮
（33％短縮）  

 

78％のコスト縮減を達成！
約27,000万円→約6,100万円

55％の工期短縮を達成！
200日 → 90日

二戸市実施工例

口径：φ150mm
管種：ＶＰ

距離：370ｍ

基礎は合成
木材を採用

耐候性塗料
を塗布

 

 

 

 

＜岩手県二戸市の事例＞ 
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(1)②改良型伏越しの連続的採用 

【技術概要】 

 改良型伏越しを連続的に採用し、下流管きょの浅層埋設やマンホールポンプの省略を図る手法 
 ◇従来から採用されてきた工法 

◇改良型伏越しの連続的採用 

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・建設コスト低減、工期短縮が可能。 

・ポンプ設備が不要のため、ランニングコストが低廉。 

・水理特性上、土砂堆積は少ないので清掃頻度も少なくすむ。 

 （接続率の低い建設初期時は除く） 

留意点 ・ポンプ（強制排水）と異なり、自然排水方式のため、詰まりに対するリス

クを抱える。  

・伏越し内部の点検調査、補修が困難な場合がある。 

・施工（特に傾斜部）が難しい場合がある。 

 
【社会実験都市】 

 愛知県半田市、熊本県益城町 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 29％及び 68％縮減、工期 21％及び 56％短縮の効果がみられた。 

 

 

 

半田市実施工例

口径：φ150

管種：ＶＵ

延長：100ｍ 68％のコスト縮減および
56％の工期短縮を達成！

＜愛知県半田市の事例＞ 
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(1)③道路線形に合わせた施工 

【技術概要】 

 道路線形、地表勾配に沿った管きょの配管をすることにより、管きょの浅層埋設やマンホー

ルの省略を図る手法 
 

＜平面屈曲部＞ 

マンホールを省略し 
曲管を採用！ 

＜縦断屈曲部＞ 

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・マンホール省略による建設コスト低減、工期短縮が可能。 

・マンホール設置が困難な狭小道路での整備が可能。 

留意点 ・曲管に挟まれた管渠の点検調査、補修が困難な場合がある。 

・曲管部の勾配管理が難しい。 

・敷設後の埋設位置特定が困難となる場合がある。 

 
【社会実験都市】 

 東京都檜原村、愛知県岡崎市、愛知県半田市、岡山県岡山市、熊本県宇城市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 17％～21％縮減、工期 0％～19％短縮の効果がみられた。 

＜建設コスト＞                 ＜工期＞ 

【従来】5,800万円（5.8万円／m）

【今回】4,800万円（4.8万円／m）
岡崎市

半田市

17％縮減

【従来】1,300万円（4.3万円／m）

【今回】1,000万円（3.5万円／m） 20％縮減

宇城市
【従来】10,631万円（7.2万円／m）

【今回】8,400万円（5.6万円／m） 21％縮減
   

岡崎市

半田市

宇城市

【従来】100日

【今回】81日 19％短縮

【従来】44日

【今回】44日 変化なし

【従来】512日(2地区計)

【今回】475日(2地区計)

8％短縮  

＜愛知県岡崎市の事例＞              ＜愛知県半田市の事例＞ 

 

岡崎市実施工例

口径：φ200

管種：ＶＵ

当初設計でマンホール38個だった
のが25個に減少。
結果、17％のコスト縮減を達成！
工期は19％短縮！

  

半田市実施工例

口径：φ150

管種：ＶＵ

当初設計でマンホール29個だった
のが11個に減少。
結果、20％のコスト縮減を達成！
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(1)④発生土の管きょ基礎への利用 

【技術概要】 

 管きょ施工時の掘削土を、そのまま基礎材として利用する手法 

改良土等

砂基礎

舗装＋路盤

砂

舗装＋路盤

発生土

改良土等

砂基礎

舗装＋路盤

砂

舗装＋路盤

発生土

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・発生土の有効活用による建設コスト低減、工期短縮が可能。 

・掘削土搬出や購入土搬入が困難な場合に適している。 

・リサイクルに貢献。 

留意点 ・事前の土質試験が必要である。 

・普通土より圧密沈下が生じやすい場合が多い。 

・手間、リスクに対し、コスト的なメリットは小さい。 

 
【社会実験都市】 

 愛知県半田市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 3.3％縮減の効果がみられた。 

 

＜愛知県半田市の事例＞ 

 

半田市実施工例

口径：φ150

管種：ＶＵ

3.3％のコスト
縮減を達成！
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(1)⑤流動化処理土の管きょ施工への利用 

【技術概要】 

 流動性に優れ、施工後固化する流動化処理土を管きょ基礎や埋戻しに利用する手法 

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

流動化

処理土

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・自硬性材料なので転圧不要で、施工性、品質に優れる。 

・プラントが近隣にあれば大幅なコスト縮減が可能。 

・圧縮強度が高いため液状化対策としても有効。 

留意点 ・プラントが遠いとコストＵＰとなる場合がある。 

・打設中の管浮上防止に手間がかかる。 

・再掘削時に手間がかかる場合もある。 

 
【社会実験都市】 

 静岡県浜松市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 18％縮減、工期 33％短縮の効果がみられた。 

 

＜静岡県浜松市の事例＞ 

 

浜松市実施工例

口径：φ150

管種：リブ管

18％のコスト縮減
を達成！
工期は33％短縮！
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(1)⑥極小規模処理施設（PMBR）及び工場製作極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型） 

【技術概要】 

 他地区への転用も想定し、パッケージ化を可能としたＭＢＲ（ＰＭＢＲ)や市販の工場製作型

の処理施設（接触酸化型・膜分離型）を活用した手法 

                    ＜工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【採用にあたって期待される効果及び留意点】※採用にあたっての留意点は、技術利用ガイドを参照のこと 

 項目 内容 
期待される 
効果 

・ユニット化による建設コスト及び建設工期の縮減が期待可能。 

・水量の増減による機動的な対応が可能。 

・必要用地の縮小によるフレキシブルな処理場位置の設定が可能。 

留意点 ・地域の特性や経済性を考慮した整備の実施を行う必要がある。 

・将来の社会情勢の変化（人口変動等）に伴う想定水量に応じたユニット構

成を検討する必要がある。 

・寒冷地においては地中埋設等による凍結防止対策が必要である。 

 
【社会実験都市】 

 ＜工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型）＞北海道苫前町、北海道遠軽町、北海道安平町 

 ＜工場製作型極小規模処理施設（膜分離型）＞北海道標茶町 

＜極小規模処理施設（ＰＭＢＲ）＞岩手県二戸市 
 
【導入効果事例】 

 社会実験では、建設コスト 18％～49 縮減、工期 23％～75％短縮の効果がみられた。 

自治体名
（対象施設）

従来工法
（百万円）

新工法
（百万円）

縮減率
（％）

備 考

安平町

（210m3/日
+管きょ）

2,304 1,885 18

※計画時の仮想設計書による試算値
※既存の処理場への接続を予定していた当
初計画から処理区の分割へ変更

標茶町

（142m3/日）
203 128 37

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法は膜分離法

苫前町

（330m3/日）
554 285 49

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はOD

二戸市

（300m3/日）
243 197 19

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はPOD

自治体名
（対象施設）

従来工法
（ヵ月）

新工法
（ヵ月）

短縮率
（％）

備 考

安平町

（210m3/日
+管きょ）

168 108 36

※計画時の仮想設計書による試算値
※既存の処理場への接続を予定していた当
初計画から処理区の分割へ変更

標茶町

（71m3/日）
15 7 53

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法は膜分離法

苫前町

（55m3/日）
18 5 75

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はOD

二戸市

（300m3/日）
13 10 23

※計画時の仮想設計書による試算値
※従来工法はPOD

＜建設コスト＞                     ＜工期＞ 

注．工場製作極小規模処理施設（接触酸化型）のみ一般化済みである。 

極小規模処理施設（PMBR）及び工場製作極小規模処理施設（膜分離型）については、平成 25 年度現在、

初期対応の一次評価の段階である。 
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(2)コストキャップ型下水道 

【技術概要】 

 クイックプロジェクト技術やそれ以外の技術の導入を広域的にパッケージで検討するこ

とにより整備費用の縮減及び整備期間の短縮を実現 

【ケーススタディ都市】 愛知県美浜町 

 愛知県美浜町における検討では、下記の技術の採用を想定 

 ＜管渠整備＞ 

  ①幹線管渠ルートの見直し（開削工法を極力採用） 

 ②小口径マンホール、改良型伏越し、道路線形に合わせた施工、浅層埋設のパッケージ採用 

 ③真空式下水道（一部軟弱地盤地区への対応） 

 ＜処理施設整備＞ 

 ①高負荷型ＯＤ法（ＯＤ法の処理機能の最大化） 

 ②反応タンク直接脱水システム 
 
【導入効果事例】 

 ケーススタディによる検討では、建設コストで約 30％、維持管理費で約 20％の縮減が可能とい

う結果が得られた。これに伴い、工期の大幅な短縮（32 年間→11 年間）が可能となった。 
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事例番号４ 

４－７【整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等を考慮した集合処理、個別処理区域の設定】  

■森林湖沼環境税による高度処理型浄化槽の普及 

事業体名 茨城県 

導入時期 平成 20 年度～平成 29 年度 

対象事業 浄化槽 協議関係者 － 

導入の背景 茨城県では、管理放棄され荒廃した森林が増加しており、また霞ヶ浦をはじめと

する湖沼・河川の水質は、汚濁の進行は抑制されてはいるものの、目に見えるほど

の大幅な改善には至っていない。このような背景を受け、森林や湖沼・河川の公益

的機能を発揮させるための取組みを緊急かつ確実に推進するための財源の確保と、

県民が森林や湖沼・河川の公益的機能の重要性を再認識し、自ら支えていく意識を

高揚させるための仕組みとして、本制度の導入に至った。 
特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

県民税の均等割への超過課税（上乗せ）方式により「森林湖沼環境税」を課税（個

人：年額 1,000 円、法人：法人県民税均等割額の 10％）し、税収の一部を、生活排

水などの汚濁負荷量の削減対策（点源対策）としての高度処理型浄化槽の設置補助

や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するための撤去費用補助に

利用している。 

導入効果 ①霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業 

 ・高度処理型浄化槽の設置補助基数 

：6,089 基（平成 24 年度時点の累積値） 

 ・合併処理浄化槽への転換時の単独処理浄化槽撤去費補助基数 

：2,539 基（平成 24 年度時点の累積値） 
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図 補助基数の実績（平成 20 年度～平成 24 年度）＊ 

②霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業による負荷削減量 

 ・ＣＯＤ負荷削減量：約 142ｔ/年（平成 24 年度時点の累積値） 

 ・全窒素負荷削減量：約 23ｔ/年（平成 24 年度時点の累積値） 

 ・全りん負荷削減量：約 2.2ｔ/年（平成 24 年度時点の累積値） 
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図 負荷削減量の実績（平成 20 年度～平成 24 年度）＊ 

＊：茨城県環境対策課「森林湖沼環境税活用事業の実績について」を参考に作成 

費用効果 － 

導入の課題 平成 20 年度から環境税を活用して事業を拡充し，高度処理型浄化槽設置や単独

浄化槽撤去に目標以上の実績を上げてきたが，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換が遅れている状況にある。 

その他 資料）森林湖沼環境税活用事業 事業計画及び事業実績（環境対策課） 
資料掲載ＵＲＬ） 
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/lake/kankyozei.html 

 



事例集-15 
 

事例番号５ 
５―２【事業間連携の検討】 
■改築・更新事業の合理化を目指した施設の統廃合 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 21 年度（検討時期） 

対象事業 

公共下水道 
農業集落排水事業 
等 

協議関係者 ― 

導入の背景 人口減少、市町村合併等の社会情勢の変化に伴い、汚水処理施設の統廃合に

よる管理や経営の効率化を行う必要性が高まったことによる。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

長野県は、生活排水処理基本構想を作成する市町村が汚水処理施設の統廃合

に関する事務手続きを円滑に行う手引きとして、「農業集落排水施設統合マニ

ュアル」を作成し、提示している。 

マニュアルでは、下記の２つの接続ケースについて、実施フロー、関係事業、

手続き、留意事項を示している。 

２－１ 農業集落排水施設間の接続【ケ－ス１】（参考として次項に記載） 

２－２ 農業集落排水施設を下水道に接続【ケ－ス２】 

導入効果 ・ 円滑に農業集落排水処理施設の接続検討を行うことができ、効率的な都道

府県構想の策定及び実施が可能となった。 

・ 農業集落排水処理施設の接続に関して、県内で統一的な基準を示すことに

より、事務の効率化が図られた。 

費用効果 ― 

導入の課題 コスト比較、統合の時期等について十分検討し、経営計画を策定した上で、

導入の可否を決める必要がある。 

その他 資料）  

「水循環・資源循環のみち 2010」平成 22 年８月 長野県環境部 

「農業集落排水施設統合マニュアル」平成 22 年８月 長野県環境部 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/gesuido

/michi2010/index.html 
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　２，５００人 　６００人

　平成７年 　平成元年
　１４年経過 　２０年経過

（概要図－１）

　２－１　農業集落排水施設間の接続　　【ケ－ス１】

供用開始　： 供用開始　：
　JARUS-Ⅲ型

経過年数　： 経過年数　：

計画人口　： 計画人口　：
処理方式　： 　JARUS-OD型 処理方式　：

Ｔ

Ｔ

Ｐ

接続管路(L=1.2km) 中継ポンプ場に改造

農業集落排水 B地区 農業集落排水 A地区

農業集落排水施設の
接続・改修・撤去工事等

財産処分の結果報告

補助金返還

ＥＮＤ

③地域再生法第21条関係 ②一括繰上償還の特例

　・地域再生計画の認定申請 　・一括繰上償還の免除

財産処分の承認 協議・手続き

【財政サイド】

 ■財産処分の手続き  ■財政融資資金未償還元
　  金の繰上償還に関する
　  手続き

①承認基準第３条関係

②承認基準第４条関係

　・長期利用財産処分申請等 ①一括繰上償還

農業集落排水施設
管理者の意向確認

農集排事業サイドとの事前調整

住民（利用者）の意向調査及び
接続への同意取得

マスタ－プランへの位置付け
「水循環・資源循環のみち2010」構想

各種手続き開始

【農業集落排水サイド】

■ 農業集落排水施設間の接続における実施フロ－

ＳＴＡＲＴ

既存農業集落排水施設の
機能診断調査

機能診断調査の結果分析

接続における基本的条件の整理 基本的条件の整理フロ－参照

他農集排地区への
接続を行う

補助金返還が
必要である

はい

いいえ

はい

いいえ
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事例番号６ 
５―２【事業間連携の検討】 
■汚水・汚泥処理事業の連携に関する検討 

事業体名 富山県 

導入時期 平成 24 年度（構想策定年次） 

対象事業 

公共下水道 
農業集落排水、林業集落排水

漁業集落排水、簡易排水 
小規模集合排水 
コミュニティ・プラント 
浄化槽 

協議関係者 県内市町村 

導入の背景 今後の人口減少等の社会情勢の変化や処理場の老朽化等による運営管理の

効率化に向け、処理場の統廃合を図る必要が生じた。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

人口減少等の社会情勢の変化や処理場の老朽化（更新時期）等について、時

間軸を踏まえた形で処理区域の最適化を検討したことにより、将来の運営管理

（施設の統廃合による事業の効率化等）を見据えた都道府県構想の策定がされ

ている。 

 
図 処理区域の最適化（処理施設統廃合）の検討 

 
導入効果 

（見込み） 

・ 平成 33 年までに 220 処理場が 161 処理場になり、汚水処理事業の効率化が

図られる見込み。 

・ さらに中長期ビジョンとして、平成 43 年までにはさらに統廃合を進め、116

処理場となる見込み。 
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費用効果 

（見込み） 

（平成 33 年までの目標） 

・ 処理場の配置を見直したことで、新規の処理場建設が不要となり建設費に

おいて約 110 億円のコスト縮減、さらに統廃合を実施する予定の処理場の

施設更新費を合わせると約 170 億円のコスト縮減が可能となる見込み。 

・ また、統廃合が進むことで約４億円/年の維持管理費がコスト縮減可能にな

る見込み。 

 

図 処理場統廃合及びコスト縮減の見込み(H33 年まで) 

 

（平成 43 年までの目標） 

・ 中長期ビジョンとして、平成 43 年度末にはさらに統廃合が進み、116 処理

場となり、建設・更新費として約 330 億円、維持管理費として約６億円/

年のコスト縮減が可能となる見込み。 

 

図 中長期における処理場統廃合及びコスト縮減の見通し(H43 年まで) 

導入の課題 廃止する処理場について、有効利用等を検討する必要がある。 

その他 資料）  

「富山県全県域下水道化構想 2012」(平成 24 年６月 富山県) 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1506/kj00011920-001-01.html 
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事例番号７ 
６-１【市町村の効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定】 

■個人設置型浄化槽の先進的な運営管理 

事業体名 静岡県 富士市 

導入時期 平成 22 年度 

対象事業 
公共下水道 
浄化槽 

協議関係者 
富士市上下水道部生活排水対策課 

下水道建設課、下水道施設維持課 等 
導入の背景 下水道整備の中心が市街地から郊外へ進展することによる整備効率の低下や、経

済活動の低迷による市財政の悪化、少子高齢化社会の急速な進行や人口減少といっ

た社会情勢の変化などにより、汚水処理施設整備のあり方について見直しが必要と

なっていた。また、郊外に居住する市民からの生活排水処理の早期整備要望が多数

寄せられるなど、生活排水処理のスピードアップが急務となっていた。 

特徴となる 

施設あるいは

導入システム 

生活排水処理長期計画の見直しにおいて、整備区域の再検討を行った結果、482ha

について下水道による整備より浄化槽による整備が効率的であると判断された。 

   

図 生活排水区分図（左：見直し前、右：見直し後） 

そのため、整備（浄化槽の設置促進策）や適正な運営管理（維持管理誘導策）を

一体的に捉えた制度の導入について検討している。 

なお、運営管理の内容は以下のとおり。 

・ＧＩＳ浄化槽台帳システム（公共下水道台帳システムとの連携） 

    
・浄化槽維持管理補助金制度の区域及び金額の拡充（下図参照） 

・浄化槽維持管理費補助金制度による適正管理の推進（下図参照） 

・浄化槽適正管理指導員制度を設け、住民への戸別訪問を実施 
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導入効果 ①浄化槽区域におけるみなし浄化槽の転換が急速に伸び、生活雑排水の処理が進ん

でいる。 

補助基数 うちみなし転換 転換率 うちくみ取り転換 転換率

H１９年度 ２２３基 １７基 ７．６％ ５基 ２．２％

H２０年度 １７５基 ９基 ５．１％ ３基 １．７％

H２１年度 １７８基 １６基 ９．０％ ９基 ５．１％

H２２年度 ２７７基 ７３基 ２６．４％ １７基 ６．１％

H２３年度 ４６７基 ２１６基 ４６．３％ ３２基 ６．９％

H２４年度 ４３７基 ２６３基 ６０．２％ １６基 ３．７％

補助基数 うちみなし転換 転換率 うちくみ取り転換 転換率

H１９年度 ２２３基 １７基 ７．６％ ５基 ２．２％

H２０年度 １７５基 ９基 ５．１％ ３基 １．７％

H２１年度 １７８基 １６基 ９．０％ ９基 ５．１％

H２２年度 ２７７基 ７３基 ２６．４％ １７基 ６．１％

H２３年度 ４６７基 ２１６基 ４６．３％ ３２基 ６．９％

H２４年度 ４３７基 ２６３基 ６０．２％ １６基 ３．７％  

②浄化槽法に基づく適正管理に対し、行政による確認及び指導監督が効率的にで

き、結果として 11 条検査の受検率向上及び不適正浄化槽の早期発見、改善に効果

が出ている。 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

１１条受検率 ４．１％ ５．８％ ６．８％
１２．１％

（3,398/28,141）
１４．９％

（4,085/27,328）
１８．０％

（4,841/26,968）

うち合併のみ ２１．５％ ２０．５％ ２３．２％
４６．１％

（2,748/5,958）
５４．１％

（3,367/6,219）
６３．１％

（4,119/6,524）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２３年度

１１条受検率 ４．１％ ５．８％ ６．８％
１２．１％

（3,398/28,141）
１４．９％

（4,085/27,328）
１８．０％

（4,841/26,968）

うち合併のみ ２１．５％ ２０．５％ ２３．２％
４６．１％

（2,748/5,958）
５４．１％

（3,367/6,219）
６３．１％

（4,119/6,524）  

費用効果 本制度の導入により、汚水処理施設整備に関する市費の負担が約４％（34,030

百万円⇒32,694 百万円）削減可能と算出された。 

導入の課題 早く(時間軸)、安く(経済比較)、効率的(汚水処理人口普及率向上の手法)に進め

るためには、浄化槽整備についても公共下水道等と同じように行政が関与し、責任

をもって整備率 100％に向けて取り組んでいく必要性がある。 



事例集-24 
 

その他 資料） 

「富士市生活排水処理長期計画」（平成 21 年９月 富士市） 

【富士市の生活排水処理施策】 

 １．生活排水処理は行政の責務（ナショナルミニマム） 

   市町村 → 手法として集合処理 or 個別処理を選択する。 

 ２．現状把握と継続的なデータ更新 

   浄化槽台帳整備とデータ更新 

 ３．計画的な推進 

   明確で継続的に事業が進むために、整備計画戸財政計画を含んだ長期計画の策定 

 ４．きめ細やかなＰＲ 

   行政が思っている以上に市民は情報を知らない 
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事例番号８ 

６－１【市町村の効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定】 

■汚水処理施設の早期概成に向けた弾力的な整備計画 

事業体名 茨城県 

導入時期 平成 21 年度 

対象事業 

公共下水道 
農業集落排水等 
合併処理浄化槽 

協議関係者 ― 

導入の背景  汚水処理施設の早期概成により、霞ヶ浦等湖沼・河川の水質改善を早期に図

る必要があり、平成 37 年度までに生活排水処理総合普及率 100％達成を目標と

した。 

 県の上記方針について、各市町村の理解は得られているものの、各汚水処理

計画の短期計画（Ｈ27）では、集合処理による整備が難しい市町村もある。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

整備完了予定年度（Ｈ37）では、下水道や農業集落排水処理施設等の集合処

理予定区域であっても、整備完了までに時間を要する地域においては合併処理

浄化槽を設置することにより、汚水処理施設の早期概成に向けた弾力的な整備

計画を策定している。 

平成21年度改定プラン　目標年次及び各処理施設別普及率

整備人口 普及率 整備人口 普及率 整備人口 普及率
下水道 1,544,471 51.7% 1,893,855 64.2% 2,419,149 83.1%
農業集落排水処理施設等 150,985 5.1% 190,949 6.5% 253,967 8.7%
コミュニティプラント 15,375 0.5% 7,000 0.2% 2,635 0.1%

集合処理合計 1,710,831 57.3% 2,091,804 70.9% 2,675,751 91.9%
市区町村設置型 4,071 0.1% 18,807 0.6% 49,126 1.7%
個人設置型 446,830 15.0% 146,147 5.0% 187,823 6.4%
段階整備分 0.0% 337,994 11.5% 0.0%

個別処理合計 450,901 15.1% 502,948 17.0% 236,949 8.1%
2,161,732 72.4% 2,594,752 88.0% 2,912,700 100.00%
2,986,115 2,950,000 2,912,700

集合処理

個別処理
(合併浄化槽)

生 活 排 水 処 理 総 合
全 県 人 口 総 計

区分
基準年(H18) 短期計画(H27) 中期計画(H37)

茨城県生活排水ベストプラン目標年次及び各処理施設別普及率 
 

集合処理区域の整備計画を段階別に分類し、図面表示したものを、県に提出

してもらい、計画に表現している。 
①既に整備完了の処理区、及び既整備区域等の区域 

②平成 27 年度（短期計画）までに整備完了予定の処理区 

③平成 37 年度（中期計画）までに整備完了予定の処理区 

導入効果  汚水処理施設の早期概成により、霞ヶ浦等湖沼・河川の水質改善が早期に実

現可能となる。 

費用効果 － 

導入の課題  下水道整備予定区域において整備完了までに時間を要する地域の住民に霞

ヶ浦等湖沼・河川の水質改善についての理解を求め、浄化槽設置を推進する必

要がある。また、下水道の整備が完了した際には、下水道への接続を推進する

取り組みが重要となる。 
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その他 資料） 

「茨城県生活排水ベストプラン」（平成 21 年度 茨城県） 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class12/gesuidoka/ 

bestplan/bestplan.html 

 
※個別処理の段階整備分については集合処理の中間計画及び整備完了の着色箇所に含む
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事例番号９ 
６-１【市町村の効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定】 

■民間活力（ＰＦＩ事業）を活用した浄化槽市町村整備推進事業の事例 

事業体名 大阪府 富田林市 

導入時期 
第一期事業：平成 18 年１月～平成 27 年 12 月 

第二期事業：平成 24 年 10 月～平成 35 年３月 

対象事業 
市町村設置型

浄化槽 
協議関係者 － 

導入の背景 富田林市の生活排水対策は昭和 38

年に開始された金剛ニュータウン建

設に伴う下水道整備が始まりであり、

当初は市域ほぼ全域を流域下水道の

認可区域として整備を進めてきた結

果、平成 16 年度末で下水道普及率は

74.3％となったものの、山間部の整備

には更に相当の期間を要する状況で

あった。 

そこで、平成 16 年３月に策定した

「新富田林市生活排水対策基本計画」

に基づき、平成 17 年度に流域下水道

認可区域の一部を浄化槽整備区域へ

と変更し、ＰＦＩ方式による市設置型

浄化槽整備事業を開始した。 

 
                

                図 浄化槽ＰＦＩ事業区域（平成 25 年）＊

＊：（出典）富田林市ＨＰ 

（http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/gesuidou/03_suishi

n.html#jumplist01） 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

流域下水道事業認可区域を縮小したＰＦＩ方式の浄化槽市町村整備推進事業

は全国初であり、平成 23 年度末時点で目標基数以上の浄化槽を設置した（目標

基数：450 基、設置基数：454 基）。これを受け、平成 24 年 10 月より浄化槽整

備区域を拡大し、第二期事業を開始し、新たに 325 基の設置を目指している。

浄化槽使用料金は下水道と同じ従量制としており、下水道に比べて過度な費

用負担とならずに浄化槽が利用できる。また、ＧＩＳを積極的に活用して浄化

槽台帳を電子化し、効率的で効果的な維持管理を実現している。 

導入効果 第一期事業では、平成 23 年度末までの実質６年間で 454 基の浄化槽を設置し

た。これは当初目標の 450 基を上回り、設置対象家屋 550 軒の 82.5％に達する。
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図 浄化槽事業（第一期）の実績＊ 

＊：（出典）富田林市ＨＰ 

（http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/gesuidou/03_suishi

n.html#jumplist01） 

費用効果 生活排水対策が必要な未整備地区毎に、公共下水道と浄化槽のコスト（建設

費、維持管理費）比較を行い、今後の人口や世帯数の減少を考慮した上で、浄

化槽による整備がコスト面で下水道と同等若しくは有利と見込まれる地区を浄

化槽整備区域とした。 

導入の課題 ●事業実施にあたっての工夫など 

①地元住民との合意形成 

下水道整備区域から浄化槽整備区域に変更となった地域の住民の理解と協力

を得るため、地元町会の協力を得て、町会単位の地元説明会の開催・地元意向

調査や現地家屋調査の実施・先進地域の視察・勉強会の開催等を行った。 

②浄化槽設置推進のための工夫 

地元町会の事業推進の協力、ＰＦＩ事業者の制度設計の理解と営業努力、浄

化槽使用料金の設定（個人負担の軽減、下水道負担との公平感） 

その他 資料） 

浅野和仁「浄化槽管理におけるＧＩＳの活用に向けて」、第 27 回全国浄化槽技

術研究集会講演要旨集、pp.202-207 
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事例番号 10 

６－２【目標年次における広域的かつ効率的な運営管理のための整備計画の策定】 

■都道府県がとりまとめた、生活排水処理人口普及率 100％達成の早期実現を目指した整備計画 

事業体名 埼玉県 

導入時期 平成 23 年３月 

対象事業 
埼玉県生活排水処理施設整

備構想 
協議関係者 

埼玉県環境部水環境課 
農林部農村整備課 
埼玉県都市整備部都市計画課 

下水道局下水道管理課 

導入の背景 河川汚濁原因の約７割が生活排水となっており、生活排水を早期に処理す

ることが極めて重要であったため。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

効率的かつ早期整備の観点及び人口減少を踏まえた汚水処理施設整備に関

する見直しを行った。 

なお、見直しにあたっては、汚水処理施設整備の費用を算出する上で、検

討単位区域内において既に整備されている合併処理浄化槽を既整備施設とし

て捉え、整備必要基数から控除することとした。 

Ｔ

集合処理の場合

比較

個別処理の場合

処理場

管渠

家屋

家屋（合併浄化槽設置済）

家屋（合併浄化槽未設置）

＜費用算出対象＞

全家屋を対象とした集合処理費用

（管渠 ＋処理場 ）

＜費用算出対象＞

合併浄化槽未設置家屋を対象とした個別処理費用

（浄化槽 ）Ｔ   
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埼玉県生活排水処理構想図（上：前構想図、下：現構想図） 
 

また、整備にあたっては、市町村が積極的に浄化槽の整備を促進する区域

として「浄化槽整備区域」を新たに設定した。 

 

浄化槽整備区域内の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽への転換を促進する

ため、県は配管費及び処分費なども対象とした全国トップレベルの補助を行

っており、個人の費用負担の軽減を図っている。 

導入効果  本構想の実現により、平成 37 年度には生活排水処理人口普及率 100％とな

る見込み。また、水質保全効果についても、ＢＯＤ３mg/L 以下の河川の割合

が 72％（平成 20 年度）から 100％となる見込みである。なお、ＢＯＤ３mg/L

以下とは、アユが棲める水質の目安である。 

 下水道処理区域（既設） 

下水道処理区域（計画） 

農業集落排水処理区域（既設）

農業集落排水処理区域（計画）

浄化槽処理区域 

 下水道整備区域（既設） 

下水道整備区域（計画） 

農業集落排水整備区域（既設） 

農業集落排水整備区域（計画） 

浄化槽整備区域 
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費用効果 年平均概算建設費は平成 16 年構想と比較して約 210 億円（約 27％）の縮

減を見込んでいる。 

導入の課題 既に整備されている合併処理浄化槽の経過年数について考慮する必要があ

る。 

その他 資料）  

「埼玉県生活排水処理施設整備構想」(平成 23 年３月 埼玉県) 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/seikatsuhaisui/h23-kousou.html 
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事例番号 11 

６―２【目標年次における広域的かつ効率的な運営管理のための整備計画の策定】 

■汚水処理施設の広域管理体制の整備 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 10 年度 

対象事業 下水道、農業集落排水 協議関係者 ― 
導入の背景 生活排水対策には各種の事業があり、それに応じた市町村の執行体制により

維持管理業務の外部委託が拡大してきたが、処理場や管路施設の維持管理につ

いて、各事業を一体的に捉え、効率的、効果的な維持管理を行っていく必要が

ある。 中小市町村では、建設事業が終了したことを理由に職員数が削減され、

一人でさまざまな業務を兼務している状況であり、このような状況においては、

維持管理の業務について十分な管理監督が行き届いているとは言えず、適正な

維持管理を持続していくためには、複数の終末処理場の一体的な維持管理の実

施に向けた体制整備が必要であった。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

●効率的な維持管理 

 複数の処理施設がある場合、個別に維持管理を行うのではなく、一元的な管

理を検討し維持管理の効率化を図る。 

 

●維持管理業務の委託方法 

各事業に精通した２団体（長野県下水道公社（以下、「公社」）、長野県土地改

良事業団連合会（以下、「長土連」））を活用し、一括管理方式または技術支援方

式により管理者業務を委託している市町村が多い。 

 

 

管理者による独自管理 維持管理業者に委託せず、職員が直接維持管理する方式

市町村・組合が維持管理業者に委託し、その監督業務も市町

村・組合自身が行う方式 

団 体 へ 
業務委託 

一括管理…維持管理業務を団体が一括して受託する方式（運転管理は再委託）

広域一括管理…複数の終末処理場の運転管理業務を、一つの維持管

理業者に再委託する方式 
単独一括管理…終末処理場ごとに、運転管理業務を維持管理業者に

再委託する方式 

技術支援…市町村・組合が委託した維持管理業者の監督業務を団体が技術

     支援する方式 

A 処理場 

管理の一元化 

C 処理場 B 処理場 
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●広域化による維持管理図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より効率的、効果的な維持管理業務の内容及び委託方法について、引き続き

検討を行う必要がある。 

導入効果 体制整備により、多くの市町村の一括管理、広域管理が可能となり、運転管

理をはじめ、維持管理業務の効率化が図られる。 

費用効果 － 

導入の課題 ・ 現状や将来を見据えた効率的かつ効果的な維持管理業務の方法及び維持管

理業務の委託方法の検討。 

・ 広域化を行う範囲、方法及び経済性について検討を行う必要がある。 

市町村 

維持管理業者 

委託 報告 
監督
指導 

委託

助言・提案
報告 

公社又は長土連

市町村に代わり
監督・指導 

（技術支援方式による維持管理業務委託） 

公社又は長土連 市町村 

維持管理業者

委託

助言・提案
報告 

委託
契約 報告

監督
指導 

（一括管理方式による維持管理業務委託） 

Ａ市：業者常駐、水質検査の集約

ａ処理場【中核処理場】 

Ｂ町：業者巡回管理 

ｂ処理場 

Ｃ町：業者巡回管理 

ｃ処理場 

ｃ中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

Ｄ村：業者巡回管理 

ｄ処理場 

ｄﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 

契約の一本化 

・維持管理業務 

・水道光熱費、薬品類

・汚泥処理委託 

  の一本化が可能 
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その他 資料）  

「水循環・資源循環のみち 2010」(平成 22 年 8 月 長野県環境部) 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/gesuido/

michi2010/index.html 
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事例番号 12 

６―２【目標年次における広域的かつ効率的な運営管理のための整備計画の策定】 

■汚水処理施設の広域管理体制の整備 

事業体名 山形県 新庄市・最上町・戸沢村・金山町・真室川町・舟形町・大蔵村 

導入時期 平成 12 年度 

対象事業 下水道 協議関係者 ― 
導入の背景 中小市町村では、建設事業が終了したことを理由に職員数が削減され、一人で

さまざまな業務を兼務している状況であり、このような状況においては、維持管

理の業務について十分な管理監督が行き届いているとは言えず、適正な維持管理

を持続していくためには、複数の終末処理場の一体的に効率的、効果的な維持管

理の実施に向けた体制整備が必要であった。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

●協議会の設置と協議会の事務内容 

地方自治法 252 条の２に基づき、７市町村が『最上圏域下水道共同管理協議会

（協議会会長：新庄市長）』を設置し、７つの処理場の共同管理（集中監視業務、

水質試験業務、巡回点検業務）を実施している。なお、全体計画では１０処理場

の共同管理を実施する予定。 

 

最上圏域下水道共同整備事業 

処理区域の概要 

市町村 処理区 処理場 

計画汚水量

日最大 

(ml/日)

現有処理能力

(ml/日) 

水処理方式 供用開始時期 計画期間

新庄市 新庄 新庄市浄化センター 18,060 12,000 標準活性汚泥法 H1.10 第 1期

最上町 向町 向町浄化センター 1,600 1,600 OD 法 H13.3 第 1期

 大堀 大堀浄化センター 1,260 ― OD 法 ― 全体 

 赤倉 赤倉浄化センター 750 ― OD 法 ― 全体 

 潮見 潮見浄化センター 560 ― OD 法 ― 全体 

戸沢村 古口 古口浄化センター 800 800 OD 法 H13.3 第 1期

金山町 金山 金山浄化センター 2,350 850 OD 法 H14.3 第 1期

真室川町 真室川 真室川浄化センター 2,060 1,030 OD 法 H14.10 第 1期

舟形町 舟形 舟形浄化センター 1,900 1,050 OD 法 H15.3 第 1期

大蔵村 清水 清水浄化センター 550 550 OD 法 H16.3 第 1期

合計 
中核処理場   1 箇所 

小規模処理場  9 箇所 
29,900 17,880

第１期中核処理場    1 箇所稼働中 

第１期小規模処理場   6 箇所稼働中 

・全体計画 対象処理場 10 箇所 平成 12 年度から平成 27 年度までの 16 ヵ年間(最上町については当面 1地区のみ) 

※現段階で、最上町「大堀」「赤倉」「潮見」の整備計画は、未定。 

・第 1期計画 対象処理場 7箇所 平成 12 年度から平成 21 年度までの 10 ヵ年間 

 

管理運営組織 

「最上圏域下水道共同管理協議会」(平成 12 年 4 月 1 日施行)※地方自治法 252 条の 2による 

（1）構成団体：新庄市・最上町・戸沢村・金山町・真室川町・舟形町・大蔵村 

（2）役員体制：会長、副会長各 1名、委員 4 名、監事(関係市町村選出監査委員 2名) 

（3）連絡調整会議：関係市町村公共下水道担当課長構成員 

（4）事務局体制：事務局長、事務局員   事務局所在：新庄市浄化センター及び新庄市上下水道課内 

 

共同化の範囲 

（1）集中監視業務：中核施設と各処理場を NTT 回線で結び、中核施設において運転監視を行う。 

（2）水質試験業務：中核施設に水質試験室を設け、各処理場の水質試験を一括処理する。 

（3）巡回点検業務：点検班を中核施設に置き、定期的に巡回して保守点検及び水質試験の資料採取を行う。
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新庄市浄化センター

運転監視要員
水質試験要員

巡回保守点検要員

集中監視装置

新庄市浄化センター

運転監視要員
水質試験要員

巡回保守点検要員

集中監視装置

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
最上町

向町浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
最上町

向町浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
戸沢村

古口浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
戸沢村

古口浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
金山町

金山浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
金山町

金山浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
真室川町

真室川浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
真室川町

真室川浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
舟形町

舟形浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
舟形町

舟形浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
大蔵村

清水浄化センター

伝送装置
ﾃﾞｰﾀ記憶装置

処理場機器類
大蔵村

清水浄化センター

NTT ひかり回線

地方自治法
（協議会の設置）
第２５２条の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行につい
て連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
２～６ （省略）

共同化の模式図

 

●維持管理業務の委託方法 

協議会が民間企業１社に対し、７つの処理場の共同管理を業務発注。なお、業

務発注に要する費用は構成市町村が処理水量に応じて負担する。 

●維持管理監督業務 

 新庄市職員が事務局員を兼任していることから、協議会の事務及び発注業務に

ついての監理監督を行なっている。なお、一般事務（経理、文書作成、会議の開

催関係等）については、事務局補助員（協議会で雇用）が行なっている。 

導入効果 体制整備により、多くの市町村の一括管理、広域管理が可能となり、運転管理

をはじめ、維持管理業務の効率化が図られる。 

費用効果 平成 10 年度の維持管理費における試算では、単独処理に比べ共同処理により約

48％のコスト縮減が可能となっているとともに、建設費においても約 16％の縮減

効果が得られる結果となっている。 

導入の課題 協議会を設置するための手続き（設置の旨や規約の告示、並びに、都道府県が

加入する場合は総務大臣、その他の場合は都道府県知事への届け出）や関連自治

体との調整（規約の作成や議会の議決等）。 

その他 資料）  

地方自治法第 252 条の２～６の２ 
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事例番号 13 

７―１【汚泥処理の基本方針・計画】 

■県による汚泥の広域共同処理の基本方針・計画策定について 

事業体名 
秋田県（下水・農集・浄化槽に関する事務を、平成 17 年度より下水道課で所管し下水道課

で主体的に実施） 

導入時期 平成 18～25 年度；検討、意向調査及び計画策定時期 

対象事業 

流域下水道 
公共下水道 
集落排水処理施設 
し尿処理場 

協議関係者

県内市町村（生活排水処理部局）、 
一部事務組合（し尿関係）、 
秋田県生活環境部環境整備課 
（廃棄物担当部局） 

導入の背景 秋田県では、汚泥処理総合計画(Ｈ６策定、Ｈ14 改訂)により下水道汚泥の減

量化、利活用の促進を図ってきたが、各市町村単独では厳しい財政状況・処理

規模の小ささ等から利活用率は低く、更に多くのし尿処理場の老朽化、最終処

分場容量のひっ迫、循環型社会構築への貢献等を求められ、有効利用の促進が

課題であった。 
特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

【広域共同処理を導入】 

汚泥の広域的な集約処理によるスケールメリットを生かし、コスト低減、利

活用の促進を目標に、下水道、集落排水、浄化槽等の汚泥の共同処理について

検討することとした。 

【広域汚泥処理検討の手順】 

（1） 計画策定までの手順（Ｈ24 まで） 

■ 県 

○H18 県北地域での広域共同処理に係る基礎調査を実施 

（調査内容） 

・処理処分・有効利用状況の整理(市町村に協力依頼し、データを整理) 

・集約処理基地候補の選定(汚泥量、運搬距離から選定) 

・有効利用方法の整理(汚泥処理方式を整理し、建設費・維持管理費・ 

ＣＯ2排出量等を比較) 

・受入安定性の検討(汚泥製品の需要安定性の検討、受入事業者への意向調査)

○Ｈ21 県内市町村に汚泥の広域共同処理に関するアンケート調査実施 

 （県が提示した事業スキームによる広域共同処理参加可否の判断） 

 ・広域共同処理を希望する 34% 

 ・   〃   検討中  33% 

■ 秋田県生活排水処理事業連絡協議会 

○Ｈ22 県と市町村等の生活排水処理関係部署で構成する秋田県生活排水処理

事業連絡協議会を設置し広域共同処理について本格協議 

 ・県北地域での基礎調査をもとに、全県域で協議 

 ・秋田市し尿処理場の下水道接続及び集落排水・合併処理浄化槽汚泥も含ん

だ汚泥の広域共同処理について廃棄物担当部局とは平成 22 年から調整 
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○Ｈ24 生活排水処理施設の統廃合、汚泥の広域共同処理等の具体的施策をまと

めた「あきた循環のみず推進計画」を策定し公表 

 

（2）計画策定・事業実施に係る手順（Ｈ25 以降） 

 （県作業）                                      （市町村作業） 

・汚泥の広域共同処理に係る意向調査(事業化前の最終調査) 

・広域共同処理汚泥量の推定              ・広域共同処理汚泥量の推定 

・広域共同処理施設の処理方式、能力検討 

・広域共同処理施設建設費、維持管理費試算   提示   ・庁内調整（首長説明） 

・事業スケジュール策定 

 平成 25 年度内に【秋田県汚泥処理総合計画】を策定し、広域共同処理を計画

に明記 

・その後、事業実施に係る事務手続き開始 

・広域共同処理は下水道汚泥に加え、集排・浄化槽汚泥等一般廃棄物も含めて、

現在、県が市町村から事務委託を受けることを想定している。 
導入効果 下記２事業の実施により、県内生活排水処理施設から発生する汚泥の約

23%を共同処理、約 13%を新たに有効利用する計画である。 

 

■県北地域における広域共同処理 

○米代川流域下水道大館処理センターに処理施設を設置 

【対象汚泥】 

・流域下水道 大館処理センター、鹿角処理センター 

・公共下水道 ５処理場 

・農集排   ３処理場 

・し尿処理場 ２処理場 

■県南地域における広域共同処理 

○秋田湾雄物川流域下水道大曲処理センターに処理施設を設置 

【対象汚泥】 

・流域下水道 大曲処理センター、横手処理センター 

・公共下水道 ３処理場 

 

※ 対象汚泥には、下水道に接続するし尿処理場、集落排水処理施設及びし尿処理場に搬入

する集落排水処理汚泥等を含む。 
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秋田県の汚泥広域共同処理 

費用効果 － 

導入の課題 ・ 広域共同処理事業の実施に懐疑的な市町村があったため、県が事業スキー

ムの提示や調整を積極的に行った。 

・ 汚泥処理に係る問題意識（有効利用と費用負担の増加）の共有化に苦労し

た。 

その他 資料）  

「あきた循環のみず推進計画」（平成 24.10 秋田県生活排水処理事業連絡協議

会） 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1135557733739/index.html 

県南地域 

県北地域 

■広域共同処理施設
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事例番号 14 

７―１【汚泥処理の基本方針・計画】 

■県による汚泥の広域共同処理の基本方針・計画策定について 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 21 年度 

対象事業 

下水道（公共・特環） 
農業集落排水施設 
浄化槽 
コミュニティプラント等 

協議関係者 長野県下市町村 

導入の背景 下水道汚泥は約７割が県外でのセメント原料化に依存し、農集排汚泥では７

割以上がし尿処理施設に依存している状況にある。併せて、し尿処理施設で処

理されているし尿・浄化槽汚泥は人口減少等の影響を受け処理量が減少し、施

設の存続等が困難となっている。また、小規模な処理場を多く抱える市町村で

は、独自に汚泥の減容化、有効利用を図ることが難しい状況にある。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

都道府県構想において、スケールメリットを活かした汚泥処理の広域化、処

理処分の安定化、エネルギーの利活用、他のバイオマスとの連携を検討するた

め、県が計画の策定手順を示すとともに、実現性のある計画を策定するため広

域的な観点からの支援や助言及び調整等について積極的に実施している。 
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策定手順 

導入効果 

（見込み） 

・ バイオマス利活用プランを策定し、かつ、計画を実行することで、長期的

には約 85％（約 75％(Ｈ17 年度)）の汚泥が利活用され、県内での有効利

用率は約 71％（約 62％(Ｈ17 年度)）になる見込みである。 

・ 下水道から発生する汚泥は、長期的には現在の県外利用（セメント原料化

等）から県内利用へ転換を図る見込みである。また、汚泥の減容化のため

消化する際に発生する、消化ガスはほぼ全量を有効利用する見込みである。

・ 農業集落排水汚泥は、コンポスト等により県内での有効利用を進め、埋立

処分量が大きく減少する見込みである。 

・ 浄化槽汚泥については、現在埋立処分をしている汚泥は短期的には県外利

用（セメント原料化等）を進めるが、中長期では県内での利活用へ転換す

る見込みである。 

費用効果 － 

導入の課題 ・産業廃棄物（下水道汚泥）と一般廃棄物（農集排汚泥、浄化槽汚泥）を集約

処理するための一元化の検討。 

・一般廃棄物処理施設（し尿処理施設）との連携のための調整。 

その他 資料） 

「水循環・資源循環のみち 2010」（平成 22 年８月 長野県環境部） 

 ～バイオマス利活用プラン 2010～ 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/gesuido

/michi2010/index.html 
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参考）「バイオマス利活用プラン 2010」より抜粋 

 

 



事例集-43 
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 ～各市町村におけるバイオマス利活用プラン（小諸市、浅麓地区、佐久市）～ 
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事例番号 15 

７―１【汚泥処理の基本方針・計画】 

■農業集落排水汚泥の再利用 

事業体名 
栃木県小山市 他１市２町 
（小山広域クリーンセンター建設当時 小山市他５町） 

導入時期 平成 16 年度  
対象事業 農業集落排水事業 協議関係者 構成市町の担当課 
導入の背景 単独市町村でし尿処理を行う場合、施設整備費や処理単価等の費用が高額と

なることから、より経済的、効率的な処理を可能とする広域組織として小山市

地区し尿処理組合（現在の小山広域保健衛生組合。小山市、石橋町、国分寺町、

桑絹町、間々田町、野木村、美田村により構成。）が昭和 38 年に設立され、昭

和 40 年にし尿処理施設を建設した。 

その後、し尿処理施設の老朽化などの理由から、平成 16 年に農業集落排水施

設として更新するとともに、廃棄物循環型社会形成の観点から、コンポスト化

施設を有する汚泥再生処理センター（小山広域クリーンセンター）を建設した。

その結果、農業集落排水汚泥も、し尿汚泥、浄化槽汚泥と共に堆肥化され、

農地還元を行う体制が構築された。 
特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

管理運営は、一部事務組合である小山広域保健衛生組合（構成市町：２市２

町）が運営している。維持管理費用については、前年度の汚水、汚泥の搬入割

合に応じた分担金を各市町で負担している。 

汚泥の搬入は、各市町の収集運搬委託業者が行っており、小山広域クリーンセ

ンターに汚泥を搬入する際にし尿投入手数料を徴収している。 

導入効果 

（見込み） 

農業集落排水汚泥は、小山広域クリーンセンターにおいてすべて堆肥化され、

農地に還元される。 

費用効果 － 

導入の課題 複数市町での運営を導入するにあたり、負担金割合の決定方法について苦慮

した。（人口割、面積割、搬入量割他どうするか等） 

また、収集運搬委託業者から徴収するし尿投入手数料の金額の決め方につい

ても苦慮した。（市町ごとに引き抜き料金が異なるため） 

その他  
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平成 26 年時点で、14 の集落排水施設の汚泥を小山広域クリーンセンターに集約 

小山広域クリーンセンター

平成 26 年 1 月時点
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事例番号 16 

８―１【住民の意向の把握】 
■ＰＩ手法による住民意向の把握を通じた、汚水処理基本構想の策定 

事業体名 岩手県 紫波町 

導入時期 平成 20 年度 

対象事業 

公共下水道 
農業集落排水 
小規模集合排水 
コミュニティプラント 
浄化槽 

協議関係者 自治会会長 

導入の背景 財政が逼迫する中、集合処理では整備時期の見通しが立たない区域がある一

方、早期の水洗化を望む住民の声が多くあった。よって、民意を反映した汚水

処理基本構想の見直しを図る必要があった。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

汚水処理基本構想の策定にあたり、住民参画による合意形成手法の１つであ

るＰＩ（パブリック・インボルブメント）手法を用いることにより民意の把握・

集約に努めた。本町におけるＰＩ手法を用いた汚水処理基本構想の見直しフロ

ー及び当時のスケジュールは以下のとおり。 

 

岩手県紫波町の策定フロー 
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紫波町の策定スケジュール 

導入効果  事前説明会及びアンケート調査により、集合処理と浄化槽に関する住民意向

を様々な観点から把握するとともに、汚水処理施設への加入意思に関する住民

の潜在意識を評価し、これを構想の見直しに反映することができた。また、Ｐ

Ｉにより事業そのものの周知が図られ、事後の事業推進が円滑に進む効果があ

る。 

費用効果 ― 

導入の課題 ・円滑な住民合意形成（意向確認）及び事業推進のために、住民と共に課題に

取り組むというスタンスのもと、住民への積極的な情報開示を行うととも

に、高齢者にも分かり易い説明資料及びアンケート調査票を作成することが

重要である。 

・説明会開催についても、住民のライフスタイル等に配慮した日時、場所等を

設定することが重要である。(高齢者が多い地区では、約 50 戸程度を単位と

する等) 

・計画の見直しにあたっては、変更となる汚水処理サービスに対する情報提供

（処理方法、維持管理手法、費用等）を行い、理解を得ることが前提となる。

その他 資料） 

「紫波町汚水処理基本構想」（平成 21 年９月 紫波町） 

「紫波町下水道中期ビジョン」（平成 22 年９月 紫波町） 

「市町村の下水道整備構想などの見直しに係る住民意向の把握に関する事例」

（平成 22 年３月 公益社団法人日本下水道協会） 
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事例番号 17 

８－２【都道府県構想の進捗状況の見える化】 

■地域特性に応じた指標の設定 

事業体名 三重県 

導入時期 平成 24 年度 

対象事業 

下水道、農業集落排水施設 
簡易排水施設、漁業集落排水施設 
コミュニティプラント 
浄化槽 

協議関係者 ― 

導入の背景 

（推察） 

伊勢湾の環境基準（ＣＯＤ）達成率は、東京湾や大阪湾に比べても低く、引

き続き水質改善が必要な状況にあるなか、汚水処理施設の整備促進の効果を放

流先水域の特性を踏まえて示すことにより、汚水処理施設の整備に対する県民

等関係者の理解がより深まるものと期待されるため、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ

の陸域からの排出負荷量を示すこととした。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

汚水処理施設の整備進捗に応じた、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐの陸域からの排出

負荷量を年次別に示している。 

        

整備計画図（本書では整備完了時のみ記載）  年次別将来排出負荷量（ＣＯＤ）

導入効果 

（推察） 

伊勢湾の水質改善のために、汚水処理施設の整備促進が必要な施策であること

を分かり易くかつ定量的にアピールできる。 

費用効果 － 

導入の課題 ・集合処理から個別処理へ見直しが進められた場合、負荷削減量は縮小するため

整備手法の選定には考慮を要する。 
・負荷量算定の経費に見合う効果を評価しにくい。 

その他 資料）  

「三重県生活排水処理アクションプログラム(見直し版)」（平成 24 年８月 三重

県） 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.eco.pref.mie.lg.jp/details/index.asp?cd=2012090055 



事例集-53 
 

事例番号 18 

８―２【都道府県構想の進捗状況等の見える化】 

■進捗管理と進捗状況の見える化 

事業体名 山形県 

導入時期 平成 23 年度 

対象事業 

下水道 
農業集落排水施設等 
浄化槽 

協議関係者 県庁内関係３課及び７市町村 

導入の背景 

（推察） 

都道府県構想の着実な推進のため、進捗状況を管理する体制づくりが必要と

なっていた。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

進捗管理における具体のメニュー及び体制等は以下のとおりである。 
○県では、毎年市町村毎の生活排水処理施設の整備が順調に推移しているか

進行管理を行っていくとともに、市町村毎の普及率を県のホームページに

公表し見える化を図っている。 
○県と市町村で組織する検討会を立ち上げ、効率的な整備技術、先進的浄化

技術やその手法について検討する。また、検討会では、進捗の遅い市町村

に対して、事業の計画、進め方について検証しフォローアップを実施して

いる。（一部予定） 
○ その他、検討会での検討事項については、年１回、全市町村を対象に研

修会を開催し、情報提供を進めている。 
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導入効果 ・検討会、研修会を通じて、下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化

槽事業者の間で情報交換が行われ、普及率向上のための課題について情報が

整理され理解が進んでいる。その結果、今後の普及率向上に欠かせない浄化

槽整備、特に単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換促進等の事業を

対象とした、個人負担を軽減する県の新たな補助事業を創成することができ

た。 

・その他、下水道接続による浄化槽廃止情報の共有化も進みつつある。 

費用効果 － 

導入の課題 現在は、同様の課題を持つ市町村間の情報交換あるいは共有のための調整を

主に実施しているが、事業の進捗に伴い、今後は事業計画の進め方の検証やそ

のフォローアップ調査が重要となってくる。そのため、県が市町村の普及状況

のほか、細かな状況を把握するとともに、検討会等と連携し、対応を行う予定

である。 

その他 資料）  

「第二次県全域生活排水処理施設整備基本構想(改訂版)」（平成 23 年３月 山

形県） 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050014/seikatsuhaisui.html
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事例番号 19 

８―２【都道府県構想の進捗状況等の見える化】 

■目標の達成状況等を利用者と事業者からみた指標により定量化した事例 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 22 年 

対象事業 

下水道 
農業集落排水施設等 
浄化槽 
コミュニティプラント

協議関係者

「水循環・資源循環のみち 2010」構想

策定研究会 

（学識経験者・民間事業者・各種団体

と市町村実務者とで検討） 
導入の背景 持続的な生活排水対策を推進するためには、住民と事業実施主体が共通認識

と責任を共有することが重要であり、利用者（住民）へ分かり易い事業説明や

経営状況の開示を実施するため、定量的な指標の設定が必要となった。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

指標は、事業者(市町村)と利用者（住民）の立場から設定することとした。

①「利用者（住民）から見た指標」として、利用者から生活排水対策をよ

くやっているということが理解できる指標 

②「事業者（市町村）からみた指標」として各市町村が目標とできる指標

上記の２つの指標について、それぞれ３つの評価項目から構成され、各項目

２つの指標（① 県下市町村の「共通指標」、② 各市町村の「選択指標」）を設

定し、多角形（できる限り６角形）のレーダーグラフとして視覚的に表示する

こととした。 

 

導入効果 

（推察） 

・ 「共通指標」をもとに、県全体としての目標達成度を客観的に評価するこ

とが可能となり、各市町村の進捗管理を合理的に進めることが可能となっ

た。 

・ 地域特性を反映した「選択指標」を導入したことにより、生活排水対策に

関する住民や市町村の努力度を公表することに繋がった。 

費用効果 － 
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導入の課題 ・ 評価項目の達成状況を評価する際、評価方法で市町村間にばらつきが出な

いようにする必要がある。 

・ 検証結果を、市町村が今後の取り組みへどこまで反映させるかは、今後も

検討が必要である。 

その他 資料）  

「水循環・資源循環のみち 2010」(平成 22 年 8 月 長野県環境部) 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/gesuido/

michi2010/index.html 
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事例番号 20 

８―２【都道府県構想の進捗状況等の見える化】 

■県が主体となった情報公開と住民参画に関する方針と具体的取組方策 

事業体名 岩手県 

導入時期 平成 22 年度 

対象事業 

下水道 
農業集落排水処理施設等 
浄化槽 
コミュニティプラント 

協議関係者 岩手県汚水処理ビジョン検討委員会

導入の背景 汚水処理施設整備の推進を図り、持続的で健全な汚水処理経営を図るため、

県民に対し、汚水処理の必要性について理解を得る必要が生じた。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

汚水処理の必要性について理解を得るため、県が主体となり「情報公開と住

民参画」に関して以下の方針を定めている。 

●情報公開と住民参画に関する方針 

汚水処理施設管理者が経営者責任として、事業計画や将来の財政見通しなど

を公表するとともに、利用者が財源負担者としての意識を持つよう、汚水処理

に関して、県民がわかる、見える情報を公開し、県民の参加を得ながら事業を

推進する。 

上記の「情報公開と住民参画」についての方針に基づく、具体的な取組方策

として、全ての市町村及び県が中期経営計画を策定・公表し、次に示す項目の

情報公開を行うことを目標としている。 

●情報を公開すべき項目（2018 年度末における情報公開の目標） 

（特に、次の   で囲んだ指標等については、できる限り公開することを目標とする） 

・ 中期経営計画と取組み結果 

・ 事業計画に関する情報 

普及率、接続率、一般家庭使用料 

・ 財政計画に関する情報 

収益的収支の予算と決算、資本的収支の予算と決算、資金収支、企業債現在高、 

元利償還金、一般会計繰入金（基準内、基準外） 

・ 経営の効率性に関する情報 

施設利用率、最大稼働率、負荷率、有収率、職員１人あたりの汚水処理水量、 

職員１人あたりの有収水量、汚水処理原価、使用料単価、 

使用料回収率（汚水処理原価）、使用料回収率（維持管理費）、料金設定根拠 

・ サービス向上に関する情報 

サービス向上の目標と実績 

・ 受益者負担金・分担金に関する情報 

徴収実績、減免措置状況 

・ 使用者の声に関する情報 

・ 使用者からの意見、回答、改善内容 
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導入効果 

(推察) 

・ 県が主体となり、情報公開の目標を定め、その項目を具体化することによ

り、県下市町村の情報公開の取り組みが促進した。 

・ 各目標指標については、全国平均、県平均あるいは類似自治体平均との比

較や指標の経年変化を評価することを促し、各市町村の経営改善の努力促

進と県での管理体制の強化に繋った。 

費用効果 － 

導入の課題 長期的な視点を持って経営健全化に向けた取り組みを実施するため、中期経

営計画の策定及び各指標の公表を目標としているが、中小市町村では少ない職

員で整備から維持管理を行っており、経営の観点まで手が回らず中期経営計画

の策定は進んでいない状況である。 

このため、県では中期経営計画を策定に向けた勉強会を開催している。 

その他 資料）  

「いわて汚水処理ビジョン 2010」（平成 23 年２月 岩手県） 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=836&of=1&ik=3&pnp=66&pnp=785&pnp 

=836&cd=26429 

 
 


